








一次費用
項⽬ 概要 備考 費⽤

⼈材紹介 ⼈材紹介⼿数料 フィリピンでの候補者の確保
⼈材選定から就業までの全体管理

100,000

書類作成⽀援 在留資格認定証明書
⽐⽇本⼤使館へ査証申請
POEAへ出国許可申請

在留資格認定証明書交付申請代⾏ 100,000

⼈材育成 ⼈材育成奨学⾦ JLPT N4
介護技能評価試験対策

130,000

出・⼊国⽀援 事前ガイダンス
出⼊国時の送迎
⽣活に必要な契約に関わ
る⽀援

1.特定技能雇⽤契約の内容
2.⼊国時⽇本の⽣活内容ガイダンス
3.各種⼿続き代⾏及び情報提供
住居、税、町内ルール等情報提供
住⺠登録、携帯電話、銀⾏⼝座、光熱費等⼿続き

150,000

合計 480,000
（税抜き）

別途費⽤
・航空券実費、往復の実費（帰りは5年後）⇒航空会社はフィリピン側指定となります
・5年間働いたら就業者本⼈に16万8000円を功労⾦としてボーナス⽀給をお願いします



含まれる支援内容
(1)受け⼊れ企業⽀援 (株)サカイ （２）外国⼈の⽣活⽀援 SHKホールディングス(株)
・1号特定技能外国⼈⽀援計画策定 ・空港送迎、住居紹介、⼝座開設、携帯電話契約等
・在留資格変更許可申請 ・⽣活オリエンテーション
・雇⽤契約の変更等 ・⽣活のための⽇本語習得の⽀援
・⽀援計画の変更 ・外国⼈からの相談・苦情対応
・⽀援計画の実施状況報告 ・外国⼈と⽇本⼈との交流の促進に係る⽀援
・就労ビザ申請サポート ・特定技能向け⽇帰り旅⾏などストレス解消
・外国⼈雇⽤ノウハウ相談 ・事業窓口として1次金の480,000円＋消費税＝528,000円

・事前ガイダンス
・各種⾏政⼿続きについて情報提供と⽀援
・転職相談・紹介
・登録支援機関として月額管理料とし35,000円＋消費税＝38,500円

平均雇用コスト
・特定技能（SSW）時給1000円（最低賃⾦＋処遇改善⾦を皆勤⼿当として含む）
・週6⽇勤務可×８時間=48時間 48時間×４週間=⽉192時間勤務（32時間の時間外勤務を含む）
・1次費⽤分・52.8万円（5年）=年間105,600円（1か⽉8800円⇒時間46円）
・毎⽉管理料・3.85万円（時間223円）→時給換算1449円程度（社会保険180円+管理料223円を含む）⇒但し多少の前後はあります
特定技能VISA就業者を雇うメリット
・週40時間の修業が可能であり、夜勤業務も直ぐに組むことが出来ます
・介護保険上の人員として最初からカウントすることが出来ます
・直接雇用形態なので、事業者の指示命令がスムーズに通ります
・語学力（日本語）や技術と知識があります
・5年間無試験で勤務が可能です




